
岩手県営建設工事請負契約書例文等の改正について（平成８年３月19日付け建振第369号土木部長通知）の一部改正に係る新旧対照表 

改正前 改正後 

４ 金銭的保証措置の取扱いに関する留意事項                                      ４ 金銭的保証措置の取扱いに関する留意事項                            

（1） 【略】 

（2）３の(1)の③のうち「銀行、発注者が確実と認める金融機関」の範囲 

  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第 

  195号）第３条に規定する金融機関とする。〔銀行、信託会社、保険会社、 

  信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、 

  株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用協同組合、 

  農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合〕 

 

（3）履行保証措置別の提出書類等 

（1） 【略】 

（2）３の(1)の③のうち「銀行、発注者が確実と認める金融機関」の範囲 

  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第 

  195号）第３条に規定する金融機関とする。〔銀行、信託会社、保険会社、 

  信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、 

  株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組 

   合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合〕 

 

（3）履行保証措置別の提出書類 

 

履行保証

措置 
提 出 書 類 等 提出時の確認事項 

 

契約保証

金 

契約保証金（領収書の

提示） 

・領収書に記載された金額が契約保

証金額以上であること 

有価証券

等 

有価証券納付書及び会

計規則第122条に規定

する有価証券等 

・有価証券等の総額が契約保証金額

以上であること 

金融機関

等の保証 

銀行等の保証に係る保

証書 

・名宛人が契約担当者であること 

・保証人が適切な金融機関等であり

押印があること 

・保証委託者が落札者であること 

・保証債務の履行について保証する

旨の文言があること 

・保証債務の内容が債務不履行によ

る損害金の支払であること 

・保証に係る工事の工事名が工事請

負契約書に記載の工事名と同一であ

ること 

・保証金額が契約保証金額以上であ

ること 

・保証期間が工期を含むものである

こと 

・保証債務履行請求期限が保証期間

経過後６か月以上確保されているこ

と 

・契約の解除が破産管財人（破産法

（平成16年法律第75号）の規定によ

り選任された者をいう。以下同じ。）

、管財人（会社更生法（平成14年法

律第154号）の規定により選任された

ものをいう。以下同じ。）又は再生債

務者等（民事再生法（平成11年法律

第225号）の規定により選任された者

をいう。以下同じ。）の場合も保証対

象とする内容であること。 

公共工事

履行保証

証券 

保険会社が交付する公

共工事履行保証証券に

係る証券 

・債権者（履行保証保険の場合には

被保険者）が契約担当者であること 

・保証人（履行保証保険の場合には

保険会社）の記名押印があること 

・債務者（履行保証保険の場合には

保険契約者）が落札者であること 

・公共工事用保証契約基本約款（履

行保証保険の場合には履行保証保険

の普通保険約款）及び特約条項その

他証券に記載したところにより保証

債務を負担する旨（履行保証保険の

場合には保険契約を締結した旨）の

記載があること 

・主契約の内容（履行保証保険の場

合には契約の内容）としての工事名

が工事請負契約書に記載の工事名と

同一であること 

・保証金額（履行保証保険の場合に

は保険金額）が請負代金額の１／10

以上であること 

・保証期間（履行保証保険の場合に

は保険期間）が工期を含むものであ

ること 

・契約の解除が破産管財人、管財人

又は再生債務者等の場合も保証対象

とする内容であること。 

履行保証

保険契約 

保険会社が交付する履

行保証保険契約に係る

証券 

 

履行保証

措置 
提 出 書 類 等 提出時の確認事項 

契約保証

金 

契約保証金（領収書の

提示） 

・領収書に記載された金額が契約保

証金額以上であること 

有価証券

等 

有価証券納付書及び会

計規則第122条に規定

する有価証券等 

・有価証券等の総額が契約保証金額

以上であること 

金融機関

等の保証 

銀行等の保証に係る保

証書 

（※）ただし、保証事

業会社が交付する保証

書の提出に代えて、電

子情報処理組織を使用

する方法その他の情報

通信の技術を利用する

方法であって、保証事

業会社が定め契約担当

者が認める措置を講ず

ることができるものと

する（以下「電磁的方

法による提出」という

。）。この場合において

、落札者は当該保証書

を提出したものとみな

す。 

・名宛人が契約担当者であること 

・保証人が適切な金融機関等であり

押印があること（電磁的方法による

提出の場合、押印は必要ない） 

・保証委託者が落札者であること 

・保証債務の履行について保証する

旨の文言があること 

・保証債務の内容が債務不履行によ

る損害金の支払であること 

・保証に係る工事の工事名が工事請

負契約書に記載の工事名と同一であ

ること 

・保証金額が契約保証金額以上であ

ること 

・保証期間が工期を含むものである

こと 

・保証債務履行請求期限が保証期間

経過後６か月以上確保されているこ

と 

・契約の解除が破産管財人（破産法

（平成16年法律第75号）の規定によ

り選任された者をいう。以下同じ。）

、管財人（会社更生法（平成14年法

律第154号）の規定により選任された

ものをいう。以下同じ。）又は再生債

務者等（民事再生法（平成11年法律

第225号）の規定により選任された者

をいう。以下同じ。）の場合も保証対

象とする内容であること。 

公共工事

履行保証

証券 

保険会社が交付する公

共工事履行保証証券に

係る証券 

・債権者（履行保証保険の場合には

被保険者）が契約担当者であること 

・保証人（履行保証保険の場合には

保険会社）の記名押印があること 

・債務者（履行保証保険の場合には

保険契約者）が落札者であること 

・公共工事用保証契約基本約款（履

行保証保険の場合には履行保証保険

の普通保険約款）及び特約条項その

他証券に記載したところにより保証

債務を負担する旨（履行保証保険の

場合には保険契約を締結した旨）の

記載があること 

・主契約の内容（履行保証保険の場

合には契約の内容）としての工事名

が工事請負契約書に記載の工事名と

同一であること 

・保証金額（履行保証保険の場合に

は保険金額）が請負代金額の１／10

以上であること 

・保証期間（履行保証保険の場合に

は保険期間）が工期を含むものであ

ること 

・契約の解除が破産管財人、管財人

又は再生債務者等の場合も保証対象

とする内容であること。 

履行保証

保険契約 

保険会社が交付する履

行保証保険契約に係る

証券 

 

（5）～（9） 【略】 （5）～（9） 【略】 



改正前 改正後 

（10）工事完成時の取扱い 

  ①～② 【略】 

（10）工事完成時の取扱い 

  ①～② 【略】 

  ③ 金融機関等の保証の場合 

    保証事業会社以外の金融機関等が保証した場合には、請負者から工事 

   目的物の引渡しを受けた後、保証書を請負者を通して当該金融機関等に 

   返還するものとし、保証事業会社が保証した場合には、請負者から工事 

   目的物の引渡しを受けた後も、保証書をそのまま保管するものとする。 

   なお、保証書を請負者に交付する際は、請負者から保証書を受領した旨 

   の受領書（下記様式例）を提出させ、受領書及び保証書の写しを一緒に 

   保管するものとする。                      

 

〔様式例〕  

 

保証書に係る領収書 

 

    契約担当者職氏名 殿                    

              年  月  日 

                           住所 

                           氏名            

 

    貴職より保証書を受領したので、金融機関等に返還すること及び今後、 

 保証書の滅失、毀損等について一切の責任を負うことを約します。 

 

  ④ 【略】 

（11） 【略】 

５～６ 【略】 

別添１ 

 

○ 契約の保証について 

(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下の①から⑤のいずれか 

 の書類を提出又は提示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 ①～② 【略】 

 ③ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証 

  書 

  ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受 

   入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第 195号 

   ）第３条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金 

   庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式 

   会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用協同組合、農 

   業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合 

   （以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法 

   律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以 

   下「金融機関等」と総称する。）とする。 

  イ～サ 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 金融機関等の保証の場合 

    保証事業会社以外の金融機関等が保証した場合には、請負者から工事 

   目的物の引渡しを受けた後、保証書を請負者を通して当該金融機関等に 

   返還するものとし、保証事業会社が保証した場合には、請負者から工事 

   目的物の引渡しを受けた後も、保証書をそのまま保管するものとする。 

   ただし、電磁的方法による提出の場合は、その出力書面又は電磁的記録 

   を保管するものとする。なお、保証書を請負者に交付する際は、請負者 

   から保証書を受領した旨の受領書（下記様式例）を提出させ、受領書及 

   び保証書の写しを一緒に保管するものとする。 

〔様式例〕  

 

保証書に係る領収書 

 

    契約担当者職氏名 殿 

              年  月  日 

                           住所 

                           氏名            

 

    貴職より保証書を受領したので、金融機関等に返還すること及び今後、 

 保証書の滅失、毀損等について一切の責任を負うことを約します。 

 

  ④ 【略】 

（11） 【略】 

５～６ 【略】 

別添１ 

 

○ 契約の保証について 

(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下の①から⑤のいずれか

の書類を提出又は提示しなければならない。ただし、落札者は、以下の③の

規定による保証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項

に規定する保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる

。この場合において、落札者は、当該保証書を提出したものとみなす。 

 ①～② 【略】 

 ③ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証 

  書 

  ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受 

   入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第 195号 

   ）第３条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金 

   庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式 

   会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合 

   及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合（ 

   以下「銀行等」という。）又は保証事業会社（以下「金融機関等」と総 

   称する。）とする。 

  イ～サ 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

令和６年４月１日以降に締結される契約について適用する。 


